
 

 

【入院基本料の施設基準】 

2025年 4月 1日 

 

 

＜当院は、厚生労働大臣の定める基準に基づいて診療を行っている保険医療機関です＞ 

  

さくら１：精神療養病棟入院料（特定入院料） 第２８５３９３号 

 本病棟は入院患者様３人に対して１人以上の職員を配置し、交替で２４時間看護を行っています 

 常勤の精神保健指定医が２名以上勤務し、かつ専任の常勤精神保健指定医が１名以上勤務しています 

 また作業療法士及び作業療法の経験を有する看護職員が常勤しています 

 当病棟では入院患者 15人に対し１名の看護要員(看護師及び准看護師及び看護補助者)が勤務しています 

時間帯毎の看護配置（傾斜配置）について ＜2交代制＞ 

09：00～17：00まで  ・看護職員 1人当たりの受け持ち数は、12人以内 

             ・看護補助者 1人あたりの受け持ち数は、10人以内 

17：00～09：00まで  ・看護職員 1人当たりの受け持ち数は、30人以内 

                    ・看護補助者 1人あたりの受け持ち数は、30人以内 

 

 さくら２：精神病棟入院基本料 １５対１入院基本料  第３０７０９８号 

 本病棟は入院患者様１5人に対して１人以上の看護職員を配置し、交替で２４時間看護を行っています 

 患者さまの負担による付き添い看護は行っておりません 

 当病棟では、1日に 7人以上の看護職員（看護師・准看護師）が勤務しており、4人以上の看護補助者が勤務していま

す 

時間帯毎の看護配置（傾斜配置）について ＜2交代制＞ 

09：00～17：00まで  ・看護職員 1人当たりの受け持ち数は、7人以内 

               ・看護補助者 1人あたりの受け持ち数は、10人以内 

17：00～09：00まで  ・看護職員 1人当たりの受け持ち数は、29人以内 

                      ・看護補助者 1人あたりの受け持ち数は、29人以内 

看護補助加算２：第４０７３１２号 

・ 本病棟は入院患者様５０人に対して１人以上の看護補助者を配置し交替で２４時間介護補助を行っております 

・ 夜間看護体制加算有 ・看護補助体制充実加算有 

 

看護配置加算：第２９２２６３号 

・ 本病棟は看護配置の 70％以上の看護師を配置しております 

 

 医療保護入院等診療料：第３０２５４８号 

 

後発医薬品体制加算 1 ：第３１１１４８号 

     当院薬局において調剤した後発医薬品のある先発医薬品及び後発医薬品を合算した規格単位数量に占める後発医薬品の

規格単位数量の割合が９０パーセント以上です 

  

医療安全対策加算２：第２８５３９２号 

      当院は、医療安全部門を設置し、医療安全に関する知識、及び意識の向上に全職員努めております。事故の分析、検討、

改善を定期的に会議等にて行っております 

 

 入院時食事療養（Ⅰ）：第２８４０７８号 

      当院は、入院時食事療養に関する特別管理の届出による入院患者様の食事を提供しています。特別管理に 

よる事の提供は、管理栄養士によって管理された食事を適時適温（夕食については午後６時以降）で提供しています 

  

精神科作業療法：第２９６９５０号 

  

精神科退院時共同指導料１、２：第１４号 

  

特掲診療料の施設基準等 

がん治療連携指導料：第２２７１２６号 

こころの連携指導料（Ⅱ）：第９号  

 

文書料（別紙参照）、保険外負担（別紙参照）、各種予防接種料、各種健康診断料、新聞代、クリーニング代、郵送料 

 保険外併用療養費：該当なし 

 初・再診料の施設基準等：該当なし 

 

 

 

 

         鶴川さくら病院 院長 富 正哉 


